
    ③  所得階層別
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 軽減税率適用法人  A

 その他            B

 軽減税率適用法人  E 277 41 73,705 21 120,695 11 96,900 91 2,287,206 40 2,698,933 40 12,313,859 5 8,462,717 526 26,054,015

 その他            F 104 6 11,209 8 43,515 6 55,089 53 1,649,976 42 3,098,938 125 42,173,077 25 96,349,319 369 143,381,123

13,240 3,406 4,775,744 975 5,585,524 262 2,345,768 1,186 26,047,449 187 12,709,670 108 23,914,017 3 5,342,313 19,367 80,720,485

13,621 3,453 4,860,658 1,004 5,749,734 279 2,497,757 1,330 29,984,631 269 18,507,541 273 78,400,953 33 110,154,349 20,262 250,155,623

13,621 3,453 4,860,658 1,004 5,749,734 279 2,497,757 1,330 29,984,631 269 18,507,541 273 78,400,953 33 110,154,349 20,262 250,155,623

 (注) １  所得金額欄は、令和3年度において確定した普通法人に係る法人の事業税額に対応する所得金額（清算法人、法第72条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事業のみを行う法人を除く）のうち

　　　　現事業年度分について作成した。

      ２  軽減税率適用法人については、所得金額の総額によって区分した。

      ３  事業年度が年２回の法人の所得の区分については、「年所得400万円以下」欄には200万円以下のものを記載し、以下の所得区分についても同様に記載した。

      ４  分割法人については、主たる事務所又は事業所が香川県に所在するもののみについて、所得金額の総額を記載した。
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合    計年所得400万円以下
年所得400万円超

800万円以下
年所得800万円超
1,000万円以下

年所得1,000万円超
5,000万円以下

年所得5,000万円超
1億円以下

年所得1億円超
10億円以下

年所得10億円超


